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平成 20年7月8日

都道府県労働局労働基準部監督課長 殿

厚生労働省労働基準局監督課長

(契 印 省 略)

労働時間管理の適正化の推進状況の把握について

労働時間管理の適正化については､監督行政の重点課題の一つとして､平成

13年4)]6日付け基発第339号 ｢労働時間の適正な把握のために使用者が

講ずべき措置に関する基準について｣､平成 15年 5月 23日付け基発第

0523003号 ｢賃金不払残業総合対策要綱について｣等により推進しているところ

である｡

ついては､これまでの労働時間管理の適正化の推進状況を把握することとし

たので､下記により報告されたい｡

記

1 報告期日

平成 20年 8月 15日 (金)

2 報告様式

別添 ｢賃金不払残業に係る遡及是正の状況｣ (様式 1及び様式2)による

こと｡

3 報告の対象事案

定期監督及び申告処理 (申告監督を行ったかどうかを問わない｡)におい

て､割増賃金の不払 (管理監督者の範囲の不適切な運用の事案を含み､必要

な算定基礎手当の不算入等不適切な労働時間管理に起因しない割増賃金不払

事案及び経営不振等で賃金不払が発生したため割増賃金も支払われていない

事案を除く｡)に係る指導の結果､合計 100万円以上の割増賃金の遡及払

いがなされた事案で､平成 19年4月から平成 20年 3月までの間に完結し

たもの｡



貸金不払残業に係る遡及是正の状況

(様式 1) ( )局
1 遡及-3ihl=_繊 100万工以 1-_の3lf.塞 (2の却案を含む○)

光 WL: 製造業 鉱業 睡設業 運輸交通柴 貨物取扱米 戯林業

:lJT. :AJ.i 放

対象労働音数 (班.人災)

遡及)iHli'111'i(州 立:万lリ)

渋 紙 諮虚 .水盛業 繭米 金融 .広告業 映画 .演戊リ莱 通信業 教育 .研究光

:二jT- 某 故

対象,jtJI,働音数 (尖人Lこl)

遡及もt:Lli繊 (i桝II::万円)

I-TS 椛 保他術生業 接客娯楽業 晴掃 .と畜業 官公署 その他の非光

jJI: '炎. 敬

対魚労働有数 (火人員)

(汰 ) l 二Ij概 数については ､ 同一企米に剛 ~ る 対象3JI一光場が複数あっても ､これらを一道の事案として処理 した場合には1都築として計 上するこ と｡
2 三乾椛は企米全体を とらえ主たる=FS椛で記入すること｡ (例えば､ 拙設楽の本社は､その他の司三光ではなく建設柴とみなす｡)



(様式 2)
2 遡及是市棚 1,000万円以 t-.の31'''･案

( ))lq

所 帖 箸 企 -# 名 菜種 (企業全体をとら‥=た7=焚稚尤A=m入) 企共規模 遡及是正額 対象労働者数 股終支払年月

r.kJL鎖jh:淡Ji1-数l 【紫稚分域番号】 (概数で可). (単位 :方円) (災人El)

【 】 【 】 年 月

【 】 【 】 年 月

【 】 【 】 年 月

【 】 【 】 年 月

【 】 【 】 年 月

【 】 卜 】 年 月

(牲)1 ユj穣 ごとに-欄を使川し､同一企業であっても､その処理が切 り離して行われた場合は別事案として計上すること0
2 司班処分としたものについては､企業銘のr抑こ｢S｣を付すること｡


